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犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行について 

 

※犯罪による収益の移転防止に関する法律について 

米国で発生した同時多発テロ事件を受け、日本も平成 13 年 10 月に金融機関による顧

客の本人確認等の措置が要請される「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国

際条約」に署名しました。また、近年の麻薬や銃器等犯罪の増加により、マネー·ロー

ンダリング対策が国際的な課題となっております。そこで、これに対応するため、平

成 15 年 1 月 6 日に「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律 (本人確認

法)」が施行され、さらに、平成 16 年 12 月に、預金口座等の不正利用を防止するため

の改正が行なわれ、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利

用の防止に関する法律」に改められました。 

本人確認法は、金融機関の顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテ

ロ資金や犯罪収益等の追跡のための情報を確保し、金融機関がテロ資金供与やマネー·

ローンダリング等に利用されることを防ぐこと等を目的としておりました。その後、

平成 20 年 3 月 1 日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止

法)」が施行されたことで、本人確認法に規定されていた事項は犯罪収益移転防止法に

集約され、本人確認法は廃止されました。 

犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用される

とともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活

動に重大な悪影響を与え、さらには犯罪による収益の移転が、その剥奪や被害の回復

に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図

り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、金融機関等がテロ資金供与やマネー·

ローンダリング等に利用されることを防止することを趣旨としております。 

 

◎本人確認について 

本人確認とは、moomoo 証券 (以下「当社」といいます。)が対象とする個人又は法人

のお客様に対し、氏名（名称）·住所（所在地）·生年月日等の特定事項を公的証明書で
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確認させていただくことです。 

 

◎本人確認の方法について 

当社では、個人又は法人のお客様に対して、以下の公的証明書により本人確認を行な

わせていただいております。 

● 個人のお客様の場合 

・ マイナンバーカード (有効期間内の両面コピー) 

・ 運転免許証 (有効期間内のコピー) 

・ 在留カード(有効期間 6 ヶ月以上のコピー) 

・ 特别永住者証明書(有効期間内のコピー) 

・ 運転経歴証明書 (有効期間内のコピー) 

・ 住民票 (発行から 6 ヶ月以内の原本) ※各種変更手続きのみで利用可能 

・ 印鑑証明書 (発行から 6 ヶ月以内の原本) ※各種変更手続きのみで利用可能 

・ 健康保険証 (コピー) ※各種変更手続きのみで利用可能（本人確認書類としてのご

利用は 2025 年 12 月 1 日までとなります。） 

なお、マイナンバーを除く公的証明書を本人確認書類としてご提出いただく際、裏面

に記載がある場合は、裏面のコピーもあわせてご提出ください。 

また、JPKI 公的個人認証の署名用電子証明書（および 券面入力補助アプリケーショ

ン）を使用した本人確認も可能です。 

● 法人のお客様の場合 

・ 履歴事項全部証明書（有効期間 6 カ月以上の原本） 

・ 法人の印鑑登録証明書（原本） 

・ 法人番号指定通知書（コピー）又は国税庁法人番号公表サイトの検索結果を印刷され

た書類 
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代表者及び実質的支配者（取引担当者を選任する場合には取引担当者を含む）の本人確認

書類は「個人のお客様」と同様の公的証明書により本人確認を行わせていただきます。 

 

◎口座開設時以外の本人確認について 

口座開設時に本人確認を行なわせていただいたお客様につきましては、通常、口座開

設時と同様の本人確認手続きが必要とされることはありません。ただし、下記に該当

するお客様のうち、当社が本人確認を行なう必要があると判断したお客様に対して

は、再度本人確認を行なわせていただく場合がございます。 

・ ご登録している E メールアドレス、電話番号、パスワード等が他のお客様と重複

しており、名義人へのなりすまし等の疑いがある場合 

・ 口座名義人と異なる方から入金があった場合 

・ 口座名義人ご本人様以外（法人口座の場合は、代表者又は取引担当者）の方から

の個別のお取引に関するお問い合せがあった場合 

・ お客様にお送りした郵送物が返戻されたため、本人特定事項に偽りがある疑いが

ある場合 

・ 上記以外の事象で当社が必要と判断する事象が生じた場合 

 

また、犯罪収益移転防止法に基づく仮名·借名取引の防止の観点から、当社では定期的

にお客様の属性及びお取引の実態等を確認させていただいております。当社が必要と

判断した場合は、再度本人確認の上、お客様のお取引を制限させていただく場合もご

ざいますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 

 

◎パスワード管理·代理発注等の制限について 

仮名·借名取引 (※) は、脱税やマネー·ローンダリンクといった行為の温床となる可能

性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規

則等により委託及び受託を禁止されています。 
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当社では、お客様の ID、ユーザーネーム、各種パスワードは口座名義人ご本人様（法

人口座の場合は、代表者又は取引担当者になります。）で管理いただくことをお願いし

ております。 

また、インターネット取引の匿名性に配慮し、口座名義人ご本人様以外の方 (ご家族

の方を含む。)の口座のご利用並びに個別のお取引に関するお問い合わせはお断りさせ

ていただきます。なお、口座名義人ご本人様以外の方 (ご家族の方を含む。) がお取引

を行なっている疑いがある場合、犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認を行った上

でお取引を制限させていただく場合もございますので、予めご了承くださいますよう

お願い申し上げます。 

※仮名取引及び借名取引とは、以下のようなお取引のことをいいます。 

・ 仮名取引:架空の名義や他人の名義などを使用して行う取引 

・ 借名取引:ご家族やご友人など、ご本人様以外の名義を借りて、名義人になりすま

して行う取引 

 

◎当社口座名義人と異なった名義でお振込 (銀行振込·即時入金) いただいた場合の対応

について 

お振込の際は、必ず当社口座名義と同じ名義でお振込ください。当社口座名義と異な

る名義の銀行口座からのお振込手続きは、入金処理が行なわれません。その場合に

は、お客様にて組戻しをお願いいたしますが、組戻し手数料はお客様のご負担となり

ますのでご了承ください。また、状況によっては、お取引を制限させていただく場合

がございますのでご了承ください。なお、組戻しは返金されるまで時間を要しますの

で、詳細は各金融機関にお問い合わせください。 

 

◎金融機関の免責について 

本人確認に応じていただけなかったお客様につきましては、本人確認に応じていただ

けるまでの間、お取引に関する義務の履行を拒否させていただきます。 
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◎本人確認記録の作成及び保存について 

本人確認を行なわせていただいた場合は、直ちに本人確認記録を作成するとともに、

口座を閉鎖した日等から 7 年間、本人確認記録を保存させていただきます。 

 

◎取引記録の作成及び保存について 

お客様とのお取引に際し、直ちに当該取引の記録を作成するとともに、お取引が行わ

れた日から 7 年間、取引記録を保存させていただきます。 

 

◎虚偽申告について 

犯罪収益移転防止法は、お客様が本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止し

ており、本人特定事項を隠蔽する目的で本人特定事項を偽った場合には、罰金が科さ

れます。 

 

◎外国 PEPs に該当するお客様の確認について 

犯罪収益移転防止法に基づき、外国 PEPs (外国の政府等において重要な地位を占める

者と過去にその地位にあった者、それらの家族及び実質的支配者が、これらの者であ

る法人)に該当する場合は、お客様よりご申告いただくとともに、当社が本人確認を行

う必要があると判断したお客様に対しては、再度本人確認を行わせていただく場合が

ございます。なお、当社は、外国 PEPs に該当するお客様の新規の口座開設を制限さ

せていただいております。また、既存のお客様が外国 PEPs に該当することとなった

場合、又は外国 PEPS に該当することが判明した場合には、取引制限の手続きを行

い、売却又は返済取引のみ受付けるものとし、その都度、お客様に取引の目的を確認

させていただき、合理的な理由であると当社が判断する場合のみ当該取引の注文を受

付けさせていただいております。 

 

◎疑わしい取引の当局への届出について 
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テロ資金供与またはマネー·ローンダリングに係る疑いのあるお取引、お客様の収入·資

産等に見合わない高額なお取引、短期間のうちに頻繁に行なわれた取引総額が多額で

あるお取引、真の取引者を隠匿している疑いがあるお取引等については、疑わしい取

引の当局への届出の対象となります。 

 

お客様におかれましては、何卒、本法律の趣旨をご理解の上、ご協力賜りますようお

願い申し上げます。 

 

以上 

 


